
１ 指定管理者

(1)　指定管理者 社会福祉法人　川崎市高津区社会福祉協議会　（高津区溝口１丁目６番１０号）

(2)　指定期間 平成１８年４月１日　～　平成２１年３月３１日

(3)　業務の範囲

２ 管理運営（事業執行）に対する評価

(1)　管理業務の実施状況

②安全管理への取り組
み

③運営に関する業務

１　老人いこいの家の運営等に関する業務
　ア　教養の向上及びレクリエーション活動に関する事業の実施
　イ　利用者の自主活動に対する活動の場の提供
　ウ　入浴事業
　エ　川崎市及び川崎市から事業を委託された団体が実施する事業への場の提供
　オ　運営委員会の設置・運営に関すること
２　利用の許可に関する業務
３　老人いこいの家の利用等の報告に関する業務
４　施設等の維持管理に関する業務

平成１８年度末長老人いこいの家の管理運営に対する評価について

評価項目 平成１８年度管理運営の状況 評価及び指導

①管理運営の基本的事
項

運営委員会を通じたニーズ把握
及び地区社会福祉協議会との連
携により、地域に根ざした施設と
して、概ね適切に管理運営がなさ
れている。また、管理人による声
かけや教養講座申込状況・団体
貸出申込状況の公開など、高齢
者の心身や公平なサービス提供
にも充分な配慮がなされている。

　管理人は防火管理者及び訪問介護員養
成３級（ホームヘルパー３級）の資格を取得
し、公衆浴場管理者として申請し、研修にて
救命講習について習得した。また、施設内
の危険箇所は速やかに補修修繕した。さら
に、入浴に際しては、利用者各自で血圧を
測定し、平常と違う値が出た場合は入浴し
ないよう指導するとともに、常時利用者２名
以上で入浴するようお願いし、利用者１名
で入浴した場合は声かけして事故防止に努
めた。

概ね適切な安全管理がなされて
いる。高齢者の入浴の危険性を
年頭に置いた取組みは評価でき
る。今後においては、防火管理者
を中心とした避難訓練・防災訓練
を実施し、既存の緊急電話連絡
網を発展させて緊急時・災害時の
対応マニュアルとなるよう指導し
ていく。

高齢者のいきがいづくりの推進のための教
養講座を実施し、また、教養講座にできな
かった講座を自主講座として実施し、積極
的に支援した。教養講座の広報にあたって
は、ちらし・ポスターを区内老人いこいの家
や福祉パルたかつに掲示するなどして広報
し、新規受講者を優先して調整した。入浴
事業の実施にあっては、塩素投入や年１回
の水質検査を行った。

年度を通じて順調に運営が行わ
れている。ちらし・ポスターを福祉
パルたかつに掲示するなど、教養
講座の広報に努めたことは評価
できる。また、入浴事業について
も、公衆浴場として関係法令に従
い、実施されている。今後におい
ても、各事業の充実を図ることを
期待する。

　健康いきがいづくり、小地域福祉活動の
実践及び地域福祉活動の拠点を基本方針
に、近隣の町内会・自治会や民生委員児童
委員、行政機関等との連携を強化し、地区
社会福祉協議会と協働で豊なコミュニティ
づくりの実現をめざした。運営委員として利
用者の代表が参加しており、地域性に応じ
た運営、事業の企画・実施をした。また、高
齢者自身の活動や交流の場を広げるよう
末長老人いこいの家まつりの実施をはじめ
多様なプログラムの工夫を図った。管理人
は受付で利用者の健康の観察を行い、日
常と変わりないか一人一人伺った。また、
利用者が公平に利用できるよう利用基準を
定め、教養講座については公開掲示により
周知した。



(2)　利用状況

団体利用者数 人
個人利用者数 人
利用者数 人
入浴者数 人

教養講座実施回数 回
教養講座参加人数 人
行事実施回数 回

(3)　収支状況
①　収支状況

委託料 円
指定管理委託料 円

支出金額 円
人件費 円
事務費 円
事業費 円
消費税 円

収支差額 円

(4)　その他
①　利用者からの意見・
要望等への対応

② 個人情報の保護

前年度の状況と比較し、利用状況
はほぼ安定している。事業内容や
広報を工夫するなどして、引き続
き新規利用者の増加に努めること
を望む。

教養講座・行事とも事業計画書ど
おり実施されている。今後もより
一層の内容の充実を望む。

委託料の範囲内で適切な執行を
行ったことは評価できる。今後とも
サービスの質を維持しながら、適
切な委託料の執行を望む。
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②講座・行事の実施状
況

2,536
①利用状況

評価項目 平成１８年度管理運営の状況 評価及び指導

要綱を制定し、課長を苦情受付担当者、事
務局長を苦情解決責任者、さらに第三者委
員を委嘱し、苦情受付体制を作っている。
苦情申出書を設置したほか、要望について
は日常的には管理人が利用者の意見を集
約し、区社協に伝え、運営委員会にて報告
したり、緊急を要する場合は、区社協から
運営委員長に連絡し、運営委員会として対
応した。また、平成１８年度から意見箱を設
置するなどした。
特に対応が必要な意見及び苦情はなし。

利用者からの意見・要望等が出し
やすいよう工夫されており、対応
体制もしっかりしている。今後は
事業計画書に基づき利用者の懇
談会を実施し、意見や要望を把握
し、運営に反映させるよう指導し
ていく。

　川崎市高津区社会福祉協議会における
個人情報保護に関する方針（プライバシー
ポリシー）を平成17年5月25日に制定し、こ
の方針に基づき個人情報の保護に努め
た。またこの方針を老人いこいの家内に掲
示し周知した。
　老人いこいの家利用者には、「緊急連絡
先記録簿」を初回利用日に記入してもら
い、事故等への対応においては必要不可
欠であることから、利用者に説明し理解を
求め、保管については十分な配慮に努め
た。日常の利用に際しては、必要な項目の
み記入する老人いこいの家利用簿を使用し
た。講座や事業等で作成する名簿は、老人
いこいの家以外には持ち出さないこととし、
保存・管理は管理者が老人いこいの家の事
務所に施錠をするなどして行った。
　書類の廃棄については、シュレッダーを使
用して処理した。
　職員は「川崎市社会福祉協議会職員倫理
綱領」で、職務上知り得た個人情報につい
て秘密を厳守し、退職後も守秘義務を負う
ことになっている。

緊急時に備えて利用者の個人情
報を保有しているが、方針に基づ
き、協定に従って適正な維持管理
が行われている。今後とも個人情
報保護の徹底を望む。
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３ 管理運営（事業執行）に対する全体的な評価

４ 来年度の管理運営（事業執行）に対する指導事項等

平成１８年度においては、指定管理業務を開始して１年目でありながら、概ね事業計画に沿った管理運営が
できており、平成１７年度までの運営を踏まえた上で、全体的に安定した管理運営がなされている。引き続
き高齢者の健全ないこいの場として高齢者の心身の健康増進に寄与できるよう、さらに多くの高齢者に利
用してもらえるように努めて欲しい。

・防火管理者を中心とした避難訓練・防災訓練を実施し、既存の緊急電話連絡網を発展させて緊急時・災
害時のすべての対応を定めたマニュアルを作成すること。
・利用者の懇談会を開催し、さらなる利用者意見の把握に努めること。


